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政
令
第
四
百
十
九
号

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
九

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）

第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
四
条
の
二
第
四
項
第
一
号
並
び
に
第
四
十
一
条
並
び
に
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造

等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

新
規
化
学
物
質
を
他
の
化
学
物
質
の
中
間
物
と
し
て
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質

が
当
該
他
の
化
学
物
質
と
な
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
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な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
。

二

新
規
化
学
物
質
を
施
設
又
は
設
備
の
外
へ
排
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
方
法
で
使
用
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
製
造
し

、
又
は
輸
入
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
廃
棄
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ

る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
。

三

新
規
化
学
物
質
を
輸
出
す
る
た
め
に
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
（
そ
の
輸
出
が
新
規
の
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の

汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
地
域
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令

で
定
め
る
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
輸
出
さ
れ
る
ま
で

の
間
に
お
い
て
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
。

２

法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
一
ト
ン
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
審
査
の
特
例
等
の
対
象
と
な
る
場
合
）

第
二
条
の
二

法
第
四
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
十
ト
ン
と
す
る
。

第
七
条
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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２

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

化
学
物
質
審
議
会

環
境
大
臣

中
央
環
境
審
議
会

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
確
認
に
関
す
る
経
過
措
置
の
対
象
と
な
る
者
）

２

改
正
法
附
則
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
又
は

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
医
薬
品
の
中
間
物
と
し
て
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
者
と

す
る
。
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理

由

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
新
規
化
学
物
質
の
製
造

又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
場
合
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


